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Ⅰ 「地域包括ケアシステム」の

背景、意義及び基本理念



２０１０年
＇実績（

２０２５年
＇推計（

２０４０年
＇推計（

０～１４歳人口
２０，４２６人
＇１００．０（

１５，８５２人
＇７７．６（

１３，２６９人
＇６５．０（

１５～６４歳人口
８９，４００人
＇１００．０（

８０，７９４人
＇９０．４（

６６，７５０人
＇７４．７（

６５歳以上人口
３０，４６４人
＇１００．０（

３８，０５４人
＇１２４．９（

４２，１８３人
＇１３８．５（

うち
７５歳以上
人口

１４，１３０人
＇１００．０（

２２，４５８人
＇１５８．９（

２３，３０２人
＇１６４．９（

総人口
１４０，２９０人
＇１００．０（

１３４，７００人
＇９６．０（

１２２，２０２人
＇８７．１（

【参考】死亡者数
１，１９９人
＇１００．０（

１，６８３人
＇１４０．４（

１，８０５人
＇１５０．５（

注 括弧内は、対２０１０年比である。

＜出典＞ 国立社会保障・人口問題研究所
及び 石川ベンジャミン光一 国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部がん医療費調査室長

桑名市の人口構造
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【参考１】四日市市と比較した桑名市の死亡場所別死亡者数
＇平成２４年（

＜出典＞ 三重県衛生統計年報

桑名市 四日市市

病院1,943人

＇68.6%（診療所30人

＇1.1%（

自宅525人

＇18.5%（

その他80人

＇2.8 %（

2,834人
＇100％（

老人保健施設122人
＇4.3%（

老人
ホーム134人
＇4.7%（

病院901人

＇70.7%（

診療所95人

＇7.5%（

老人保健

施設47人

＇3.7%（

老人

ホーム46人

＇3.6%（ 自宅149人

＇11.7%（

その他36人

2.8 %

1,274人
＇100％（



○ 総人口及び６５歳以上人口は、増加。
○ １５～６４歳人口及び０～１４歳人口は、減少。

平成１７年３月 平成２６年３月

０～１４歳人口 ２１，３０８人 ２０，２４３人

対総人口比 １５．２９％ １４．２０％

１５～６４歳人口 ９３，０３８人 ８８，９９４人

対総人口比 ６６．７６％ ６２．４５％

６５歳以上人口 ２５，００９人 ３３，２７３人

対総人口比 １７．９５％ ２３．３５％

総人口 １３９，３５５人 １４２，５１０人

－１，０６５人

－１．０９%

－４，０４４人

＋８，２６４人

－４．３１%

【参考２】桑名市の年齢階層別人口の推移

5＜出典＞ 桑名市

＋５．４０%

＋３，１５５人
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【参考３】桑名市の高齢者世帯の状況

＇世帯（

１．世帯類型別の世帯数

72.3%
65.8%

59.5% 55.2% 51.1%

17.4%
21.5%

25.1%
27.8%

30.0%

10.3% 12.7% 15.4% 17.0% 18.9%

0%

50%

100%

高齢者同居世帯 高齢者夫婦世帯 高齢者単身世帯

２．世帯類型別の構成割合

6
注 平成２年、平成７年及び平成１２年は、旧桑名市、旧多度町及び旧長島町の合計である。
＜出典＞ 国勢調査



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域＇具体的には中学校区（を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
＇小規模多機能型居宅介護＋訪問看護（等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。
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「地域包括ケアシステム」の基本理念

9

○ 「地域包括ケアシステム」の基本理念は、

高齢者の自立支援。

① 介護予防＇＝要介護状態となることの予防

又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止（に

資するサービスの提供

② 在宅生活の限界点を高めるサービスの提供
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Ⅱ 高齢者を対象とする調査の

現状と課題



高齢者を対象とする調査の現状と課題＇１（

11

１．「在宅高齢者実態調査」

○ 毎年度、在宅高齢者の実態を把握するため、

すべての高齢者単身世帯及び高齢者夫婦世帯を

対象として、民生委員において、訪問により、

記名式で、「在宅高齢者実態調査」を実施。

○ その際、「要援護者台帳」の登録の申請も勧奨。

○ すべての高齢者単身世帯及び高齢者夫婦世帯を

訪問する民生委員の負担が増大。

11



高齢者を対象とする調査の現状と課題＇２（

12

２．「基本チェックリスト」に基づく一斉調査

○ 毎年度、介護予防事業を実施するため、すべての

一般高齢者＇＝要支援又は要介護の認定を受けていない

高齢者（を対象として、地域包括支援センターにおいて、

郵送及び未提出者に対する訪問により、記名式で、

「基本チェックリスト」に基づく一斉調査を実施。

○ 在宅高齢者実態調査と重複して基本チェックリストに基づく

一斉調査の対象となる在宅高齢者が少なくないところ。

12



高齢者を対象とする調査の現状と課題＇３（

13

３．「高齢者等実態調査」

○ ３年ごとに、「介護保険事業計画」等を策定するため、

無作為で抽出された高齢者を対象として、郵送により、

無記名式で、「高齢者等実態調査」を実施。

○ 「高齢者等実態調査」が地域包括支援センター等による

個々の高齢者に対する支援に全く活用されていないところ。
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Ⅲ 高齢者を対象とする

調査の見直しの

背景、趣旨及び内容



15

○ 「第６期介護保険事業計画」＇平成２７～２９年度（は、

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途とする

「地域包括ケアシステム」の構築に向けた「地域包括ケア計画」。

○ 厚生労働省は、市町村に対し、「日常生活圏域ニーズ調査」の

実施を勧奨。

① 目的は、それぞれの高齢者について、元気なうちから、
できる限り早く、将来に医療や介護が必要となる要因を発見し、
必要に応じて適切に支援するとともに、日常生活圏域ごとに、

地域課題を把握し、地域資源を創出すること。
② 内容は、家族構成や「基本チェックリスト」を含む

運動、栄養、口腔、認知症等に関する９６問。

③ 方法は、郵送及び未提出者に対する訪問。

＇注（未回収者については、リスクを抱えていることが少なくないところ。

15

高齢者を対象とする調査の見直しの背景
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高齢者を対象とする調査の見直しの趣旨

① 調査を実施する民生委員
及び地域包括支援センターの職員の負担を軽減。

② 調査の対象となる高齢者の負担を軽減。

③ 地域包括支援センターで市と一体になって個々の高齢者を

それぞれの状態像に応じて総合的に支援する環境を整備。

○ 平成２６年１月、初めて、「桑名市日常生活圏域ニーズ調査

『いきいき・くわな』」を実施。
＇注（平成２５年度より、「高齢者実態調査」を廃止。

○ 平成２６年度より、高齢者を対象とする調査を

「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」に一本化。
＇注（平成２６年度より、「在宅高齢者実態調査」

及び「基本チェックリスト」に基づく一斉調査を廃止。
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高齢者を対象とする調査の見直しの内容

① 平成２５年度より、おおむね２年で一巡するよう、
在宅の６５歳以上の者のうち、
ⅰ 要支援又は要介護の認定を受けていない者
ⅱ 要支援１・２又は要介護１・２の認定を受けている者
を対象として、郵送のほか、
民生委員又は地域包括支援センターの職員による
未提出者に対する訪問により、記名式で実施。
＇注（ 桑名市で独自に追加する項目は、必要最低限＇３～４問（。

② この場合において、調査票が提出されたときは、
健康や日常生活に関して注意すべき点を記載した
「個人結果アドバイス票」を送付。
＇注（ 調査票提出率は、平成２６年２月１４日現在、
郵送分で７２．２％＇９，０００人中の６，５０１人（に達したところ。

③ あわせて、平成２６年度より、
「桑名市要援護者台帳」の登録申請書も同封。
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Ⅳ 今後のスケジュール



今後のスケジュール＇平成２６年５月現在（

19

19

平成２６年８月目途
： 市が調査票及び登録申請書を対象者に発送。

平成２６年９月目途
： 対象者が調査票及び登録申請書を市に返送。
＇注（ 郵送で提出された調査票については、平成２６年１２月を目途に、

市が「個人結果アドバイス票」を対象者に送付。

平成２６年１０月目途
： 市が未提出者のリストを民生委員に提供。

平成２６年１０～１１月目途
： 民生委員が未提出者を訪問して調査票及び登録申請書の提出を勧奨。
＇注（ 未提出者が調査票及び登録申請書の提出に応じない等の場合には、必要に応じ、

地域包括支援センターの職員が未提出者を訪問。

平成２６年１１月目途
： 民生委員が調査票及び登録申請書を市に提出。
＇注（ 未提出者に対する訪問で提出された調査票については、平成２７年２月を目途に、

市が「個人結果アドバイス票」を対象者に送付。
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Ⅴ Ｑ＆Ａ



21

Ｑ＆Ａ＇１（

Ａ：
できるだけ多くの高齢者が住み慣れた地域で生き生きと
暮らし続けられるようにするためには、高齢者一人ひとりについて、
元気なうちから、できるだけ早く、将来に医療や介護が必要となる
要因＇運動、栄養、口腔、認知症等（を発見し、
必要に応じて適切に支援することが重要です。
そこで、高齢者一人ひとりの健康や日常生活の状態を把握するため、

「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」を実施することとなりました。
とりわけ、調査票が郵送で提出されなかった高齢者については、

リスクを抱えていることが少なくないため、早期に関わりを持つことが重要です。
このため、日頃より地域に密着した活動を展開される民生委員の皆様には、

調査票が郵送で提出されなかった高齢者を訪問して調査票の提出を
勧奨していただきたく、御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

Ｑ：
何故、民生委員が未提出者を訪問しなければならないのか。
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Ｑ＆Ａ＇２（

Ａ：
民生委員の皆様による訪問の対象となる者は、基本的には、未提出者です。
この点、平成２５年度「桑名市日常圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」では、

調査票提出率は、平成２６年２月１４日現在、郵送分で７２．２％
＇９，０００人中の６，５０１人（に達しました。それを前提とすると、
平成２６年度「桑名市日常圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」では、
対象者は、約２２，０００人ですが、そのうち、未提出者に対する訪問の
対象となるものは、約６，２００人と見込まれます。

なお、平成２５年度「在宅高齢者実態調査」の対象者は、１１，２３１人でした。

Ｑ：

「桑名市日常圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」では、
「在宅高齢者実態調査」と異なり、高齢者単身世帯及び高齢者夫婦世帯
以外の世帯における要介護２以下の高齢者も対象とするため、

高齢者を訪問する民生委員の負担が増大するのではないか。
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Ｑ＆Ａ＇３（

Ａ：
平成２６年度より、「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」の

調査票を対象者に送付するに当たり、
「桑名市要援護者台帳」の登録申請書も同封します。
そして、未提出者のリストを民生委員の皆様に提供するほか、

「桑名市要援護者台帳」の登録申請書が提出された対象者については、
未提出者に対する訪問で提出された分のほか、郵送で提出された分も含め、
「桑名市要援護者台帳」を民生委員の皆様に提供します。

Ｑ：
「在宅高齢者実態調査」が廃止されたため、

その代替となる在宅高齢者に関する情報を民生委員に提供してほしい。
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Ｑ＆Ａ＇４（

Ａ：
民生委員の皆様が「福祉票」を活用するかどうかについては、

市としては、社会福祉協議会及び民生委員の皆様の御判断に委ねます。

Ｑ：
「在宅高齢者実態調査」が廃止されたため、

民生委員は、「福祉票」を活用すべきでないか。
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Ｑ＆Ａ＇５（

Ａ：
「桑名市要援護者台帳」の登録申請書が郵送で提出された

対象者についても、その記載内容を確認する必要がある場合には、
民生委員の皆様が訪問することを可能とします。
そのほか、「桑名市日常生活圏域ニーズ調査『いきいき・くわな』」の

調査票が郵送で提出された対象者についても、その記載内容を
確認するため、民生委員の皆様による訪問をお願いする場合があります。

Ｑ：
「在宅高齢者実態調査」が廃止されると、

民生委員は、未提出者しか訪問することができなくなるのではないか。
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Ｑ＆Ａ＇６（

Ａ：

地域包括支援センターは、介護保険法の規定に基づき、市町村が自ら、
又は第三者に委託して保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の
専門職による高齢者に対する総合相談等の事業を実施する機関です。
その職員等は、介護保険法の規定に基づき、罰則付きの守秘義務を負います。
このような地域包括支援センターでは、市と一体になって、

民生委員の皆様を始めとする地域の関係者と連携しながら、医療や介護のほか、
予防や日常生活支援も含め、ニーズとサービスとを媒介することにより、
個々の高齢者をそれぞれの状態像に応じて総合的に支援することが求められます。
その環境を整備する一環として、平成２５年１２月より、

「桑名市要援護者台帳」を地域包括支援センターに提供する取扱いとしました。

Ｑ：

何故、「桑名市要援護者台帳」を地域包括支援センターに提供するのか。
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Ｑ＆Ａ＇７（

Ａ：
高齢者を対象とする相談員が各地区を分担する取扱いは、変更されません。
その上で、高齢者を対象とする相談員と各地域包括支援センターとの連携を

強化するため、高齢者を対象とする相談員の担当地区を
各地域包括支援センターの担当地区と同様に設定しました。
いずれにせよ、高齢者を対象とする相談員においては、

民生委員の皆様を始めとする地域の関係者と連携しながら、
個々の高齢者に対する支援に取り組みます。

Ｑ：

高齢者を対象とする相談員は、介護・高齢福祉課から中央地域包括支援センターへ

移管されて「高齢者福祉相談員」から「地域包括支援相談員」へ改称されたため、

民生委員と無関係になるのでないか。



「地域包括ケアシステム」の構築は
「地方分権の試金石」と称された

介護保険制度の創設に匹敵する困難な作業です。

桑名市における「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、

「オール桑名」で一歩一歩着実に取り組みましょう。
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平成２６年２月９日
「桑名の在宅医療推進の

講演会とパネルディスカッション」

平成２６年２月２２日
市民公開講座

「住み慣れた地域で暮らし続けて人生の最期を迎えるために
～桑名市における『地域包括ケアシステム』の構築に向けて～」


